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はじめに 

平成 17(2005)年末に施行された無線機器のスプリアス発射規定改正から

十年以上経過する。メーカーはその時点から新基準、測定法に基づいて設

計を行ひ製品を出荷してゐる。その一方、一般のアマチュア無線界ではな

かなか現行基準に対する理解が深まつてゐないやうだ。 

 アマチュア局に適用される内容だけをまとめた公的資料はなく、法令は

無線局の一分類としてのアマチュア局について規制を記述してゐる。その

ため法令からアマチュア局該当部分を読み出すのが面倒と言ふこともあら

う。 

私は無線機に関はる技術者である。自己の所有する無線機について、仕

事同様に法令等を確認した上でスプリアスを測定した。そして合格したも

のについて「スプリアス発射及び不要発射の強度確認届出書」を総合通信

局に提出してゐる。 

本書ではその過程の中から技術基準の確認までを取り上げ、当該規定の

どこにアマチュアに関する記述があるかを示す。当該文書を文末に資料と

して添付した。測定に関はる詳細については今後続編を書くつもりである。 
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当該規定 

スプリアス発射関連規定の改正当時、概説として総務省から下記の文書

が発行されてゐる。 

「無線設備のスプリアス発射の強度の許容値の見直し」 

総務省総合通信基盤局、平成 17 年 12 月 

https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/others/spurious/sonota/index.htm 

  

当初の議論にこの文書のみを取り上げたものがあつた。しかしそれでは

不足である。なぜなら原則と異なる基準を適用する場合が多数存在するか

らである。 

「スプリアス発射の強度の許容値」の詳細は 

無線設備規則別表第三号(第七条関係)  

https://www.tele.soumu.go.jp/horei/reiki_honbun/72081000006.html 

 

に記載されてゐる。これを見ないと対象とするシステムに要求される技術

基準は分からない。  

この別表は随時改訂があり、改訂によつて項目番号が移動することがあ

るので注意が必要である。 

 

  

https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/others/spurious/sonota/index.htm
https://www.tele.soumu.go.jp/horei/reiki_honbun/72081000006.html
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無線設備規則別表第三号の構成 

無線設備規則別表第三号の構成は次のやうになつてゐる。 

１(別表において使用する用語の意義) 

第１項は用語の定義である。 

 

２(一般的条件を規定) 

2(1)基本周波数帯毎の許容値 

2(2)参照帯域幅 

2(3)帯域外領域及びスプリアス領域の境界の周波数 

第２項は原則となる許容値と測定条件を説明してゐる。 

 

第３項以降は特定システムについて原則と異なる部分の規定である。第

３項以降に記述がないものは第２項の原則の値が適用される。 
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アマチュア局の許容値 

アマチュア局向けに適用される許容値は以下の通りである。 

基本周波数帯 空中線電力 帯域外領域における

スプリアス発射の強

度の許容値 

スプリアス領域におけ

る不要発射の強度の許

容値 

30MHz 以下の

周波数の電波

を使用するア

マチュア局  

5W を超える

もの 

50mW 以下であり、か

つ、基本周波数の平均

電力より 40dB 低い値 

50mW 以下であり、か

つ、基本周波数の尖頭

電力より 50dB 低い値 

1W を超え

5W 以下 

50μW 以下 

1W 以下 100μW 以下 

30MHz を超え

54MHz 以下  

50W を超え

るもの 

1mW 以下であり、か

つ、基本周波数の平均

電力より 60dB 低い値 

50μW 以下又は基本周

波数の搬送波電力より

70dB 低い値 

1W を超え

50W 以下 

基本周波数の搬送波電

力より 60dB 低い値 

1W 以下 100μW 以下 50μW 以下 

70MHz を超え

142MHz 以下及

び 144MHz を超

え 146MHz 以下 

50W を超え

るもの 

1mW 以下であり、か

つ、基本周波数の平均

電力より 60dB 低い値 

 

50μW 以下又は基本周

波数の搬送波電力より

70dB 低い値 

1W を超え

50W 以下 

基本周波数の搬送波電

力より 60dB 低い値 

1W 以下 100μW 以下 50μW 以下 
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基本周波数帯 空中線電力 帯域外領域における

スプリアス発射の強

度の許容値 

スプリアス領域におけ

る不要発射の強度の許

容値 

335.4MHz を

超 え 470MHz

以下の周波数

の電波を使用

する航空移動

業 務 の 無 線

局、放送中継

を行う無線局

及びアマチュ

ア局  

50W を超え

るもの 

1mW 以下であり、か

つ、基本周波数の平均

電力より 60dB 低い値 

50μW 以下又は基本周

波数の搬送波電力より

70dB 低い値 

1W を超え

50W 以下 

基本周波数の搬送波電

力より 60dB 低い値 

1W 以下 100μW 以下 50μW 以下 

960MHz を超え

るもの 

10W を超え

るもの 

100mW 以下であり、か

つ、基本周波数の平均

電力より 50dB 低い値 

50μW 以下又は基本周

波数の搬送波電力より

70dB 低い値 

10W 以下 100μW 以下 50μW 以下 

 

  



7 

 

アマチュア局に関する特記事項 

上記許容値は 2(1)項にある原則の値と一部異なる。そこで 3 項以降にあ

る特記事項の何が該当するのか確認する。 

この文書を「アマチュア局」の語で検索すると下記５項目が該当する。 

 1(2) 不要発射を評価する電力測定の検波方法 

 10 335.4MHz を超え 470MHz 以下の周波数の電波を使用する無線局 

 19 アマチュア局は除く 

 39 アマチュア局は除く 

 41 30MHz 以下の周波数の電波を使用するアマチュア局 

従つて 19、39 項を除く 3 項目がアマチュア局に関する特記事項になる。以

下つぶさに項目を見ることにする。 

 

1 この別表において使用する用語の意義は、次のとおりとする。 

 (2) 「不要発射の強度の許容値」とは、変調時において給電線に供

給される周波数ごとの不要発射の平均電力(無線測位業務を行う無線

局、30MHz 以下の周波数の電波を使用するアマチュア局及び単側波帯

を使用する無線局(移動局又は 30MHz 以下の周波数の電波を使用する

地上基幹放送局以外の無線局に限る。)の送信設備(実数零点単側波帯

変調方式を用いるものを除く。)にあつては、尖頭電力)により規定さ

れる許容値をいう。ただし、別に定めがあるものについてはこの限り

でない。 

 

不要発射の強度は平均電力で測定するのが原則であるが、 

「30MHz 以下の周波数の電波を使用するアマチュア局(但し実数零点

単側波帯変調方式を用いるものを除く。)」 
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については尖頭電力で測定すると記述されてゐる。 

 

10 335.4MHz を超え 470MHz 以下の周波数の電波を使用する航空移

動業務の無線局、放送中継を行う無線局及びアマチュア局の送信設備

の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値並びにスプリア

ス領域における不要発射の強度の許容値は、2(1)及び 4 に規定する値

にかかわらず、次のとおりとする。 

 

空中線電力 帯域外領域におけるスプリ

アス発射の強度の許容値 

スプリアス領域における

不要発射の強度の許容値 

50W を超え

るもの 

1mW 以下であり、かつ、基

本周波数の平均電力より

60dB 低い値 

50μW 以下又は基本周波

数 の 搬 送 波 電 力 よ り

70dB 低い値 

1W を超え

50W 以下 

基本周波数の搬送波電力

より 60dB 低い値 

1W 以下 100μW 以下 50μW 以下 

 

430MHz 帯のアマチュア局は、第 2 項の原則ではなく第 10 項に定める許

容値を適用する。この内容は 144MHz 帯アマチュア局に適用されるものと

同じである。 
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41 30MHz 以下の周波数の電波を使用するアマチュア局(人工衛星に

開設するアマチュア局の無線設備を遠隔操作するアマチュア局を含

む。)の送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値

及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2(1)に規定

する値にかかわらず、次のとおりとする。 

 

空中線電力 帯域外領域におけるスプリ

アス発射の強度の許容値 

スプリアス領域における

不要発射の強度の許容値 

5W を超え

るもの 

50mW 以下であり、かつ、

基本周波数の平均電力より

40dB 低い値 

50mW 以下であり、かつ、

基本周波数の尖頭電力よ

り 50dB 低い値 

1W を超え

5W 以下 

50μW 以下 

1W 以下 100μW 以下 

 

30MHz 以下の周波数の電波を使用するアマチュア局は、第 2 項の原則で

はなく第 41 項に定める許容値を適用する。 

 

以上の特記事項によりアマチュア局向けの規制値表が求められた。 
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スプリアス領域と帯域外領域 

基本波の周波数を中心として、信号近傍の帯域外領域とその外側にスプ

リアス領域が定義される。 

 

スプリアス領域と帯域外領域 

(「無線設備のスプリアス発射の強度の許容値の見直し」より) 

 

帯域外領域及びスプリアス領域の境界の周波数 

原則と異なる境界周波数 

帯域外領域とスプリアス領域の境界周波数の原則は fc±2.5BN である

が、電波型式により原則と異なる場合があることに注意が必要である。 

1(5)に記述されるやうに、必要周波数帯幅「 BN」には占有周

波数帯幅の許容値をあてる。アマチュア局の占有周波数帯幅の

許容値は  

無線設備規則別表第二号第５４の規定に基づくアマチュア

局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値  

https://www.tele.soumu.go.jp/horei/reiki_honbun/a72a

b05031.html 

 

に規定されてゐる。  

  

https://www.tele.soumu.go.jp/horei/reiki_honbun/a72ab05031.html
https://www.tele.soumu.go.jp/horei/reiki_honbun/a72ab05031.html
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一部を抜粋すると  

電波の型式  占有周波数帯幅の許容値  

A1A 0.5kHz 

A3E 6kHz 

H3E 3kHz 

J3E 3kHz 

F3E 40kHz 

などとなつてゐる。  

この占有周波数帯幅の許容値の表には注が多数あり、該当に

注意が必要である。例へば 430M 帯 F3E の許容値は 30kHz に制限

されてゐる。  

さて 2(3)項に記載される表に従ひ、適用される帯域外領域と

スプリアス領域の境界周波数を求める。  

150kHz 超 30MHz 以下の A1A、 J3E、 H3E 信号は BN＜ 4kHz であ

るため狭帯域の扱ひになり、帯域外領域とスプリアス領域の境

界周波数は fc±10kHz となる。  

同帯域の A3E 信号は BN=6kHz であり、4kHz≦ BN≦ 100kHz の範

囲にあるため原則通り fc±2.5BN が適用され fc±15kHz となる。 

以下にスペクトラムアナライザーの測定画面による具体例を

いくつか示す。  
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帯域外領域測定例 

  

1.9MHz 帯 A1A 信号の帯域外領域測定例 

BN=0.5kHz、帯域外領域の端 fc±10kHz 
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7MHz 帯 A3E 信号の帯域外領域測定例 

BN=6kHz、帯域外領域の端 fc±15kHz 
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50MHz 帯 A3E 信号の帯域外領域測定例 

BN=6kHz、帯域外領域の端 fc±62.5kHz 
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144MHz 帯 F3E 信号の帯域外領域測定例 

BN=40kHz、帯域外領域の端 fc±100kHz 
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スプリアス領域の上限と下限 

スプリアス領域の測定範囲は無線設備規則別表第三号に定めがない。こ

れは測定に関する諸規定に記されてゐる。 

 

9kHzから 110GHz又は中心周波数の 2倍の周波数のうちいずれか高い周

波数までの周波数範囲 

特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則別表第一号一(3)の規

定に基づく特性試験の試験方法 

（平成十六年一月二十六日 総務省告示第八十八号） 

https://www.tele.soumu.go.jp/horei/reiki_honbun/a000047501.html 

の別表第一 スプリアス発射又は不要発射の強度の測定方法 

(平 18総省告 471・平 23総省告 258・一部改正) 

https://www.tele.soumu.go.jp/horei/reiki_honbun/word/047500011.d

oc 

 

これは 110GHzといふミリ波の周波数があるやうに個々のシステムに要求さ

れる周波数範囲の規定になつてゐない。個々の無線システム毎に試験方法

が定められてゐるがそこに周波数の指定がある場合はそれに従ふ。 

 

  

https://www.tele.soumu.go.jp/horei/reiki_honbun/a000047501.html
https://www.tele.soumu.go.jp/horei/reiki_honbun/word/047500011.doc
https://www.tele.soumu.go.jp/horei/reiki_honbun/word/047500011.doc
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 アマチュア局の測定方法は 

特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則別表第一号一(3)の

規定に基づく特性試験の試験方法 

別表第三十五 証明規則第 2条第 1項第 12号に掲げる無線設備の試験

方法 (平 18総省告 670・旧別表第三十四繰下) 

https://www.tele.soumu.go.jp/horei/reiki_honbun/word/047500321

.doc 

 

である。しかしここに周波数範囲の記載はなく「別表第一の測定方法によ

る。」と書いてあるだけである。 

 このやうな場合は別の告示により測定範囲が示されてゐる。 

 

この告示の施行の日から当分の間、この告示による改正後の別表第一

の一の項１(1)の規定にかかわらず、スプリアス領域における不要発射

の強度の測定を行う周波数範囲（設備規則別表第三号における不要発

射の強度の許容値を規定する周波数範囲に限る。以下同じ。）の下限及

び上限については、次の表の上欄に掲げる基本周波数帯の範囲に応じ

て、それぞれ同表の中欄及び下欄のとおりとすることができる。 

特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則別表第一号一(3)の規

定に基づく特性試験の試験方法 

（平成十六年一月二十六日 総務省告示第八十八号）の 

附則（平成１７年１２月１日 総務省告示第１３０９号） 

https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/equ/tech/test/index.htm 

  

https://www.tele.soumu.go.jp/horei/reiki_honbun/word/047500321.doc
https://www.tele.soumu.go.jp/horei/reiki_honbun/word/047500321.doc
https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/equ/tech/test/index.htm
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基本周波数帯の範囲 下限 上限 

9kHz を超え 100MHz 以下 9kHz 1GHz 

100MHz を超え 300MHz以下 9kHz 第１０次高調波 

300MHz を超え 600MHz以下 30MHz 3GHz 

600MHz を超え 5.2GHz以下 30MHz 第５次高調波 

5.2GHz を超え 13GHz以下 30MHz 26GHz 

13GHz を超え 150GHz以下 30MHz 第２次高調波 

150GHz を超え 300GHz以下 30MHz 300GHz 

※上欄(法令文は縦書きのため) ※中欄 ※下欄 

注１ 無線設備の使用する周波数範囲（占有周波数帯幅の許容値及び

周波数の許容偏差を含む。以下同じ。）が二以上のこの表の上欄に掲げ

る基本周波数帯の範囲にまたがるときは、当該範囲に応ずる同表の中

欄及び下欄のうち、スプリアス領域における不要発射の強度の測定を

行う周波数範囲が最大となるそれぞれ同表の中欄及び下欄について適

用する。 

注２ 上限が高調波で規定されている場合は、無線設備の使用する周

波数範囲の上端の１０倍、５倍又は２倍の周波数を上限とするものと

する。 
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測定すべきスプリアス領域の範囲をアマチュアバンド毎に整理すると次

のやうになる。 

基本波の周波数 測定周波数範囲 

下限 上限 

50MHz 帯以下 9kHz 1GHz 

144MHz 帯 9kHz 10倍高調波 

430MHz 帯 30MHz 3GHz 

1.2GHz 帯、2.4GHz帯 30MHz 5倍高調波 

… 30MHz … 

 

変調の有無 

スプリアス領域の測定では変調を掛け、帯域外領域の測定では無変調と

する。 

1997 年の世界無線通信会議(WRC-97)でスプリアス発射の規定が見直され

た。それまでは無変調での測定が一般的に前提とされてゐたが、実際の運

用状態における不要発射を低減させる趣旨から変調を掛けて測定すること

になつた。 

但し基本波近傍の領域では変調時に変調成分に応じて帯域が広がるため、

その区間を除外してスプリアスを評価する必要がある。「必要帯域幅」の外

に広がつた変調成分を「帯域外発射」と定義し、この帯域外発射が「スプ

リアス発射」に比べて支配的と推測される区間を「帯域外領域」として定

義した。以上の事情から信号近傍にある帯域外領域の測定は従来通り無変

調で行ふことになつてゐる。 

 スプリアス発射 

必要周波数帯の外に生じ、かつ情報の伝送に影響を及ぼすことな

く低減し得る不要発射 
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 帯域外発射 

変調の過程において必要周波数帯の外に生じ、スプリアス発射を

除く不要発射 

 

 

スプリアス発射と帯域外発射 

(「無線設備のスプリアス発射の強度の許容値の見直し」より) 

 

参照帯域幅 

測定する周波数帯域に応じて規定の参照帯域幅で測定する。 

スプリアス領域の周波数帯 参照帯域幅 

9kHz を超え 150kHz 以下 1kHz 

150kHz を超え 30MHz以下 10kHz 

30MHz を超え 1GHz以下 100kHz 

1GHz を超えるもの 1MHz 

以下に測定具体例を示す。 
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10MHz 帯 A1A 信号のスプリアス領域測定例(9kHz) 

9kHz から 150kHz の区間を RBW 1kHzで測定する 
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10MHz 帯 A1A 信号のスプリアス領域測定例(150kHz) 

150kHz から 1.5MHz の区間を RBW 10kHz にして測定する 

1.5MHz で帯域を分割した理由は筆者の考へによるもので法令によるもので

はない。 
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10MHz 帯 A1A 信号のスプリアス領域測定例(30MHz) 

30MHzから 300MHzの区間を RBW 100kHzにして測定する 

300MHz で帯域を分割した理由は筆者の考へによるもので法令によるもので

はない。 
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おわりに 

「スプリアス発射の強度の許容値」の詳細を記した無線設備規則別表第

三号(第七条関係)は長い文書であるがアマチュア局に該当する項目は少な

い。用語の定義と原則項目、特記項目 2 点がアマチュアに適用される規制

内容である。また詳細を記述してゐない事柄もあり、それらは別の規定に

よることを説明した。 

 実際の測定は本書で把握した内容だけでは行へず、測定方法に関する告

示などを確認する必要がある。それについては続編で記述の豫定である。 

 

添付資料一覧 

1. 「無線設備のスプリアス発射の強度の許容値の見直し」 

総務省総合通信基盤局、平成 17 年 12 月 

 

2. 無線設備規則別表第三号(第七条関係) (R1.7.7 時点) 抜粋 

 

3. 無線設備規則別表第二号第 54 の規定に基づく 

アマチュア局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値(平成二十一年三月

十七日) 

 

改訂履歴 

令和元(2019)年 10 月 27 日 改訂版発行 

「スプリアス領域の上限と下限」の説明を訂正した。結論は同じである。 

令和元(2019)年 7 月 24 日 初版発行 
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